
大口町告示第３５号 

 

 大口町産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  令和６年３月２８日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



大口町産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町産後ケア事業実施要綱（令和２年大口町告示第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条を削る。 

 第３条第１項中「産後４月」の次に「（訪問型にあっては、産後１年）」を加え、

「産婦にあっては次の各号のいずれにも、乳児にあっては第３号に該当するもの」

を「産後に心身の不調又は育児不安がある者」に改め、同項に次のただし書きを加

える。 

  ただし、医療的介入の必要がある者は対象者としない。 

 第３条第１項各号を削り、同条を第４条とする。 

 第２条中「適切な事業運営」を「適切な事業の運営及び町と適切な連絡体制」に、

改め、「満たすもの」の次に「（以下「事業者」という。）」を加え、同条各号を削る。 

 第２条に次の３号を加え、同条を第３条とする。 

 (1) 宿泊型 

  ア 前条第１号の事業の内容を提供すること。 

  イ 母体ケア、乳児ケア、育児指導若しくは相談等を行う助産師、保健師又は

看護師を１名以上２４時間体制で配置すること。この場合において、当該助

産師、保健師又は看護師は、事業の専任であることを要しない。 

  ウ 必要に応じて支援を受けられる産科又は小児科の医師と連携が図られてい

ること。 

  エ その他次のいずれにも該当しないこと。 

   (ｱ) 会社法（平成１７年法律第８６号）第５１１条の規定による特別清算開

始の申立てがなされていること。 

   (ｲ) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条による破産手

続開始の申立て（同法附則第３条の規定によりなお従前の例によることと

される破産事件に係る同法による廃止前の破産法（大正１１年法律第７１

号）第１３２条又は第１３３条による破産の申立てを含む。）がなされて



いること。 

   (ｳ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手

続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることと

される更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第

１７２号）第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含む。）がなさ

れていること。 

   (ｴ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続開始の申立てがなされていること。 

   (ｵ) 大口町暴力団排除条例(平成２４年大口町条例第１３号)第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有していること。 

   (ｶ) 大口町業者指名停止措置要領（平成１５年大口町訓令第２号）により、

指名停止の措置を受けていること。 

   (ｷ) 最近 1年間の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ること。 

 (2) 通所型 

  ア 前条第２号の事業の内容を提供すること。 

  イ 母体ケア、乳児ケア、育児指導若しくは相談等を行う助産師、保健師又は

看護師を１名以上配置すること。この場合において、当該助産師、保健師又

は看護師は、事業の専任であることを要しない。 

  ウ 同条第１号ウ及びエの要件を満たすこと。 

 (3) 訪問型 

  ア 前条第３号の事業の内容を提供すること。 

  イ 助産師の資格を有している者であること。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （事業の種類及び内容） 

第２条 事業の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 宿泊型 産婦と乳児を医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１



項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定

する助産所（以下「医療機関等」という。）において宿泊させ、次のアからキま

での必要な支援を実施する。 

  ア 栄養を考慮した食事の提供 

  イ 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養指導 

  ウ 産婦の心理的ケア 

  エ 適切な授乳のためのケア（乳房ケアを含む。） 

  オ 育児に必要な手技についての具体的な指導及び相談 

  カ 生活の相談及び支援 

  キ その他必要な相談、保健指導及び情報提供 

 (2) 通所型 産婦と乳児を医療機関等において日中通所させ、前号の必要な支援

を実施する。この場合において、同条第１号ア中「食事」とあるのは、「食事（昼

食に限る。）」と読み替えるものとする。 

 (3) 居宅訪問型 産婦と乳児の居宅に訪問し、同条第１号イからキまでの必要な

支援を実施する。 

 第５条中「１日は、午前０時から午後１２時までとし、事業の」を削り、「利用期

間は、」の次に「次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期間を１日

とし、」を加え、同条ただし書き中「１月を超えない範囲」を「必要最小限の範囲内」

に改め、同条に次の３号を加える。 

 (1) 宿泊型 午前０時から午後１２時まで 

 (2) 通所型 午前１０時から午後４時まで 

 (3) 居宅訪問型 午前９時から午後５時までの間のうち３時間以内 

 第６条見出し中「実施時間」を「利用時間」に改め、同条中「実施」を「利用時

間」に改め、「午前１０時に入所し、翌日以後の午後４時に退所することを原則とし、

利用者の希望を踏まえて事業者が決定するものとする」を「次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定める時間とする」に改め、同条に次のただし書きを加

える。 

  ただし、対象者の希望を踏まえて事業者が変更する場合は、この限りでない。 



 (1) 宿泊型 午前１０時に入所し、翌日以後の午後４時に退所する 

 (2) 通所型 午前１０時から午後４時まで 

 (3) 居宅訪問型 午前９時から午後５時までの間のうち３時間以内 

 第７条の見出しを「（事業の利用申請）」に改め、同条中「対象者」を「事業を利

用する対象者（以下「申請者」という。）」に改め、「（土日祝日は、日数に含まない。）」

を削る。 

 第８条見出し中「承諾」を「事業の承諾」に改め、同条中「利用者」を「申請者」

に改める。 

 第９条中「利用者」を「申請者」に改める。 

 第１１条中第１項及び第２項中「利用者」を「申請者」に改め、同条第３項中「利

用者」を「申請者」に改め、「利用者の」を削る。 

 第１２条中「利用者」を「申請者」に、「事業者に日程の変更をした」を「事業を

利用しなかった」に改め、「１，０００円を」の次に「、居宅訪問型にあっては３０

０円を」を加える。 

 第１３条中第１項中「利用者」を「申請者」に、「報告書兼請求書」を「報告書兼

委託料請求書」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第１０条関係） 

利用料等 

事業の種類 
利用料（日額） 

多胎児２人目以降の１人

当たりの加算額（日額） 

宿泊型 ３０，０００円 ３，０００円 

通所型 ２０，０００円 ２，０００円 

居宅訪問型 １０，０００円 １，０００円 

別表第２（第１０条関係、第１１条関係） 

事業の 

種類 
階層区分 

自己負担額 

（日額） 

宿泊型 
生活保護・町県民税非課税世帯 ０円 

課税世帯 ３，０００円 



多胎児２人目以降の１人当たりの加

算額 
３００円 

通所型 

生活保護・町県民税非課税世帯 ０円 

課税世帯 ２，０００円 

多胎児２人目以降の１人当たりの加

算額 
２００円 

居宅 

訪問型 

生活保護・町県民税非課税世帯 ０円 

課税世帯 １，０００円 

多胎児２人目以降の１人当たりの加

算額 
０円 

備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯をいう。 

２ この表において「町県民税非課税世帯」とは、申請時の年度（４月から５月ま

での間に申請を行う場合については、前年度）の個人町県民税が非課税の世帯を

いう。 

３ この表において「課税世帯」とは、生活保護世帯及び非課税世帯以外の世帯を

いう。 

 様式第１中「電話」を「電話番号」に改め、 

「 

乳児の氏名  
※出生前の

場合  
 は記入は

不要です  

（         

）  

在胎週数：   週   日  

出生体重：       g 

（         

）  

在胎週数：   週   日  

出生体重：       g  

」を 

「 

出産（予定）日     年  月  日  在胎週数  週  日  
乳児の氏名  

※出生前の場
 出生体重  g 



合は記入は不

要です   出生体重  g 

                                 」に改

め、 

「 

希望する

期間  
 年 月 日～ 年 月 日  ：  ～  ：  

                                  」を 

「 

利
用
期
間 

宿泊型  
   年  月  日から  

   年  月  日まで  
利用施設名   

通所型  
 年 月 日、 年 月 日  

 年 月 日、 年 月 日  
利用施設名   

居宅  

訪問型  

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

                                     」

に改め、 

「 

利用希望施設 第１希望（       ）第２希望（        ） 

                                   」を

削り、「利用者」を「申請者」に改める。 

 様式第２中 

「 

氏  名  生年月日     年  月  日 

住  所 大口町 

乳  児 
 生年月日     年  月  日 

 生年月日     年  月  日 

利用施設名  



利用サービス 産後ケア事業（宿泊型） 

利用期間 
    年   月   日    時    分から 

    年   月   日    時    分まで 

階層区分  

利用料 

         円×      日＝       円 

（多胎児加算）    円×    日＝       円 

合計金額             円 

                                     」

を 

「 

申

請

者 

住 所  

氏 名  

乳児の氏名 

 

 

利

用

期

間 

宿泊型 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
利用施設名 

 

通所型 
 年 月 日、 年 月 日 

 年 月 日、 年 月 日 
利用施設名 

 

居宅 

訪問型 

  年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

  年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

階層区分 □課税世帯 □町県民税非課税世帯 □生活保護受給世帯 

利用料 

（自己負担額） 

                   円 

【内訳】         円×    日＝      円 

（多胎児加算）      円×    日＝      円 

                                     」 

に改める。 



 様式第４中 

「 

氏  名  生年月日   年  月  日 

住  所 
大口町 

電話番号 

乳  児 
 生年月日   年  月  日 

 生年月日   年  月  日 

利用サービス 産後ケア事業（宿泊型） 

利用期間 
    年   月   日    時    分から 

    年   月   日    時    分まで 

                                   」 

を 

「 

利

用

者 

氏名
ふりがな

 
 生年 

月日 

 年  月 日

（  歳） 

住所 
大口町 

電話番号 

乳児

の 

氏名 

 出生体重 g 

 出生体重 g 

出産医療機関  

出産日     年  月  日 在胎週数 週   日 

利

用

期

間 

宿泊型     年  月  日から    年  月  日まで 

通所型  年 月 日、 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日 

居宅 

訪問型 

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

                                   」 

に改め、 



「 

階層区分  

利用料 

          円×      日＝       円 

（多胎児加算）    円×     日＝       円 

合計金額           円 

                                     」 

を 

「 

階層区分 □課税世帯 □町県民税非課税世帯 □生活保護受給世帯 

利用料 

（自己負担額） 

                   円 

【内訳】         円×    日＝      円 

（多胎児加算）      円×    日＝      円 

                                     」 

に改める。 

 様式第５中「電話」を「電話番号」に改める。 

 様式第６中 

「 

氏  名  生年月日     年  月  日 

住  所 大口町 

乳  児 
 生年月日     年  月  日 

 生年月日     年  月  日 

利用施設名  

利用サービス 産後ケア事業（宿泊型） 

利用期間 
    年   月   日    時    分から 

    年   月   日    時    分まで 

階層区分  



利用料 

         円×      日＝       円 

（多胎児加算）    円×    日＝       円 

合計金額             円 

                                    」 

を 

「 

申

請

者 

住 所  

氏 名  

乳児の氏

名 

 

 

利

用

期

間 

宿泊型 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
利用施設名 

 

通所型 
 年 月 日、 年 月 日 

 年 月 日、 年 月 日 
利用施設名 

 

居宅 

訪問型 

  年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

  年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

階層区分 □課税世帯 □町県民税非課税世帯 □生活保護受給世帯 

利用料 

（自己負担額） 

                   円 

【内訳】         円×    日＝      円 

（多胎児加算）      円×    日＝      円 

                                     」 

に改める。 

 様式第８中 

「 

氏  名  生年月日   年  月  日 

住  所 
大口町 

電話番号 



乳  児 
 生年月日   年  月  日 

 生年月日   年  月  日 

利用サービス 産後ケア事業（宿泊型） 

利用期間 
    年   月   日    時    分から 

    年   月   日    時    分まで 

                                   」 

を 

「 

利

用

者 

氏名
ふりがな

 
 生年 

月日 

 年  月  日

（  歳） 

住所 
大口町 

電話番号 

乳児

の 

氏名 

 出生体重 g 

 出生体重 g 

出産医療機関  

出産日     年  月  日 在胎週数 週   日 

利

用

期

間 

宿泊型     年  月  日から    年  月  日まで 

通所型  年 月 日、 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日 

居宅 

訪問型 

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

 年 月 日（ ： ～ ： ）、 年 月 日（ ： ～ ： ） 

                                    」 

に改め、 

「 

階層区分  

 利用料 
          円×    日＝       円 

（多胎児加算）   円×    日＝       円 



合計金額             円 

                                    」 

を 

「 

階層区分 □課税世帯   □町県民税非課税世帯   □生活保護受給世帯 

利用料 

（自己負担額） 

                   円 

【内訳】         円×    日＝      円 

（多胎児加算）      円×    日＝      円 

                                     」 

 様式第９を次のように改める。 

  



様式第９（第１３条関係）  

大口町産後ケア事業実施報告書  

年   月   日  

大口町長 様  

事業所等名            

管理者名             

 

次のとおり、産後ケア事業（宿泊型・通所型・居宅訪問型）を実施し

たので報告します。  

利用者住所 大口町 

利用者氏名  生年月日   年  月  日 

乳児の氏名 
 

出産日   年  月  日 

 

利用期間及

び 

事業の種類 

利用日 時間帯 事業の種類 

年  月  日  ： ～ ： 宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

 年  月  日  宿泊・通所・訪問 

支援内容 

□産後の母体管理、保健指導及び栄養指導 

□産婦の心理的ケア 

□児の預かりによる休養の提供 

□乳房管理（乳房マッサージ □実施 □未実施） 

□沐浴・授乳等育児手技指導 

□生活面の相談及び支援 

□その他必要な保健指導及び情報提供（       ） 

利用者確認 
上記のサービスを受けたことを確認します。 

年  月  日   利用者氏名 



 

利用者

氏名 

 

利用時

の 

母子の

状況 

【産婦】 

 

 

 

 

 

【乳児】 

 

 

 

 

 

【その他家庭の状況】 

 

 

 

 

 

今後に

ついて 

□継続支援 要  ⇒  □発育・発達  □養育  □育児不安  □その他  

（                    ）  

□継続支援 不要 

担当者

名 

□助産師（                   ） 

□看護師（                   ） 

□その他（職種及び氏名             ） 

 



 様式第１０を次のように改める。 

  



様式第１０（第１３条関係） 

年  月  日 

大口町産後ケア事業利用報告書兼委託料請求書 

大口町長 様 

所在地             

事業所等名             

代表者名             

電話番号             

 産後ケア事業委託料として下記のとおり事業を実施したので、請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額                  円 

 

２ 振込先 

金融機関および支店名 

          銀  行 

          信用金庫         店 

          農  協 

口座の種類 普通   ・   当座 

口座番号  

（フリガナ） 

口座名義 

 

 

 

 

 

 

 



＜内訳＞ 

【階層区分Ⅰ】生活保護世帯・町県民税非課税世帯 【階層区分Ⅱ】課税世帯 

 (1) 宿泊型・通所型（申請者氏名                   ） 

種

類 

委託料 

Ａ（日額） 

利用日数 

Ｂ（日） 

利用人数 

Ｃ（人） 

請求金額 

（Ａ×Ｂ×Ｃ）

（円） 

宿

泊

型 

【階層区分Ⅰ】 

１人当たり 30,000 円 

多胎児加算（２人目以降） 

１人当たり 3,000 円 

   

【階層区分Ⅱ】 

１人当たり 27,000 円 

多胎児加算（２人目以降） 

１人当たり 2,700 円 

   

通

所

型 

【階層区分Ⅰ】 

１人当たり 20,000 円 

多胎児加算（２人目以降） 

１人当たり 2,000 円 

   

【階層区分Ⅱ】 

１人当たり 18,000 円 

多胎児加算（２人目以降） 

１人当たり 1,800 円 

   

キャンセル料 1,000 円   

請求金額合計  

  



 (2) 居宅訪問型（申請者氏名                   ） 

利用者氏名 
委託料 

Ａ（日額） 

利用 

日数 

Ｂ

（日） 

利用 

人数 

Ｃ

（人） 

請求金額 

（Ａ×Ｂ×

Ｃ） 

（円） 

 階層区分Ⅰ 

10,000 円 

   

 階層区分Ⅱ 

9,000 円 

   

 多胎児加算 

（２人目以降） 

1 人当たり 1,000 円 

   

 キャンセル料 300 円   

請求金額合計  

 

  



   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



大口町産後ケア事業実施要綱の一部改正新旧対照表 
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（事業の種類及び内容）  

第２条 事業の種類及び内容は、次の各号に掲

げるものとする。 

 

 (1) 宿泊型 産婦と乳児を医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規

定する病院、同条第２項に規定する診療所

又は同法第２条第１項に規定する助産所

（以下「医療機関等」という。）において

宿泊させ、次のアからキまでの必要な支援

を実施する。 

 

  ア 栄養を考慮した食事の提供  

  イ 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養

指導 

 

  ウ 産婦の心理的ケア  

  エ 適切な授乳のためのケア（乳房ケアを

含む。） 

 

  オ 育児に必要な手技についての具体的な

指導及び相談 

 

  カ 生活の相談及び支援  

  キ その他必要な相談、保健指導及び情報

提供 

 

 (2) 通所型 産婦と乳児を医療機関等におい

て日中通所させ、前号の必要な支援を実施

する。この場合において、同条第１号ア中

「食事」とあるのは、「食事（昼食に限る。）」

と読み替えるものとする。 

 

 (3) 居宅訪問型 産婦と乳児の居宅に訪問

し、同条第１号イからキまでの必要な支援

を実施する。 

 

 （事業の委託）  （事業の委託） 

第３条 町長は、適切な事業の運営及び町と適

切な連絡体制が確保できると認められる者で

あって、次の要件を満たすもの（以下「事業

者」という。）に事業を委託する。 

第２条 町長は、適切な事業運営が確保できる

と認められる者であって、次の要件を満たす

ものに事業を委託する。 

  (1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第
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１条の５第１項に規定する病院、同条第２

項に規定する診療所又は同法第２条第１項

に規定する助産所であること。 

  (2) 入浴施設及び沐浴施設を有すること。 

  (3) 母体ケア、乳児ケア、育児指導若しくは

相談等を行う助産師、保健師又は看護師を

１人以上２４時間体制で配置すること。こ

の場合において、当該助産師、保健師又は

看護師は、事業の専任であることを要しな

い。 

  (4) 栄養を考慮した食事（１泊２日で昼食２

回、夕食１回及び朝食１回並びに以後１泊

ごとに夕食、朝食及び昼食各１回とする。）

を提供できること。 

  (5) 第４条の事業の内容を提供できること。 

  (6) 必要に応じて支援を受けられる医師（産

科又は小児科）と連携できる整備がなされ

ていること。 

  (7) 町と適切な連絡体制が確保できること。 

  (8) その他次のいずれにも該当しないこと。 

   ア 会社法（平成１７年法律第８６号）第

５１１条の規定による特別清算開始の申

立てがなされている者 

   イ 破産法（平成１６年法律第７５号）第

１８条又は第１９条による破産手続開始

の申立て（同法附則第３条の規定により

なお従前の例によることとされる破産事

件に係る同法による廃止前の破産法（大

正１１年法律第７１号）第１３２条又は

第１３３条による破産の申立てを含む。）

がなされている者 

   ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立て（同法附則第２条の規定により

なお従前の例によることとされる更生事

件に係る同法による改正前の会社更生法
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（昭和２７年法律第１７２号）第３０条

の規定による更生手続開始の申立てを含

む。）がなされている者 

   エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）第２１条の規定による再生手続開始

の申立てがなされている者 

   オ 大口町暴力団排除条例(平成２４年大

口町条例第１３号)第２条第２号に規定

する暴力団員又は同条第１号に規定する

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有している者 

   カ 大口町業者指名停止措置要領（平成１

５年大口町訓令第２号）により、指名停

止の措置を受けている者 

   キ 最近１年間の法人税、法人事業税、消

費税及び地方消費税を滞納している者 

 (1) 宿泊型  

  ア 前条第１号の事業の内容を提供するこ

と。 

 

  イ 母体ケア、乳児ケア、育児指導若しく

は相談等を行う助産師、保健師又は看護

師を１名以上２４時間体制で配置するこ

と。この場合において、当該助産師、保

健師又は看護師は、事業の専任であるこ

とを要しない。 

 

  ウ 必要に応じて支援を受けられる産科又

は小児科の医師と連携が図られているこ

と。 

 

  エ その他次のいずれにも該当しないこ

と。 

 

   (ｱ) 会社法（平成１７年法律第８６号）

第５１１条の規定による特別清算開始

の申立てがなされていること。 

 

   (ｲ) 破産法（平成１６年法律第７５号）

第１８条又は第１９条による破産手続

開始の申立て（同法附則第３条の規定
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によりなお従前の例によることとされ

る破産事件に係る同法による廃止前の

破産法（大正１１年法律第７１号）第

１３２条又は第１３３条による破産の

申立てを含む。）がなされていること。

   (ｳ) 会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）第１７条の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定

によりなお従前の例によることとされ

る更生事件に係る同法による改正前の

会社更生法（昭和２７年法律第１７２

号）第３０条の規定による更生手続開

始の申立てを含む。）がなされている

こと。 

 

   (ｴ) 民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）第２１条の規定による再生手続

開始の申立てがなされていること。 

 

   (ｵ) 大口町暴力団排除条例(平成２４年

大口町条例第１３号)第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第１号に規

定する暴力団若しくは暴力団員と密接

な関係を有していること。 

 

   (ｶ) 大口町業者指名停止措置要領（平成

１５年大口町訓令第２号）により、指

名停止の措置を受けていること。 

 

   (ｷ) 最近１年間の法人税、法人事業税、

消費税及び地方消費税を滞納している

こと。 

 

 (2) 通所型  

  ア 前条第２号の事業の内容を提供するこ

と。 

 

  イ 母体ケア、乳児ケア、育児指導若しく

は相談等を行う助産師、保健師又は看護

師を１名以上配置すること。この場合に

おいて、当該助産師、保健師又は看護師

は、事業の専任であることを要しない。 
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  ウ 同条第１号ウ及びエの要件を満たすこ

と。 

 

 (3) 訪問型  

  ア 前条第３号の事業の内容を提供するこ

と。 

 

  イ 助産師の資格を有している者であるこ

と。 

 

 （対象者）  （対象者） 

第４条 事業の対象となる者（以下「対象者」

という。）は、町内に住所を有する産後４月

（訪問型にあっては、産後１年）未満の産婦

及びその乳児で、産後に心身の不調又は育児

不安がある者とする。ただし、医療的介入の

必要がある者は対象者としない。 

第３条 事業の対象となる者（以下「対象者」

という。）は、町内に住所を有する産後４月

未満の産婦及びその乳児で、産婦にあっては

次の各号のいずれにも、乳児にあっては第３

号に該当するものとする。 

  (1) 体調不良又は育児不安である者 

  (2) 家族等から育児に係る十分な援助が受け

られない者 

  (3) 感染性疾患（麻疹、風疹、インフルエン

ザ等）に罹
り

患していない者 

  (4) 心身の不調があり、医療的介入の必要が

ある者（医師が事業において対応が可能で

あると判断した者を除く。）でない者 

２ 略 ２ 略 

  （事業の内容） 

 第４条 事業を受託した者（以下「事業者」と

いう。）は、対象者を宿泊させ、休養の機会

を提供するとともに、次の事項を必要に応じ

て実施する。 

  (1) 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養指 

  導 

  (2) 産婦の心理的ケア 

  (3) 適切な授乳のためのケア（乳房ケアを含

む。） 

  (4) 育児に必要な手技についての具体的な指

導及び相談 
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  (5) 生活の相談及び支援 

  (6) その他必要な相談、保健指導及び情報提 

  供 

 （事業の利用期間）  （事業の利用期間） 

第５条 事業の利用期間は、次の各号に掲げる

事業の区分に応じ、当該各号に定める期間を

１日とし、通算７日を上限とする。ただし、

町長が必要と認めた場合は、必要最小限の範

囲内でその期間を延長することができる。 

第５条 事業の１日は、午前０時から午後１２

時までとし、事業の利用期間は、通算７日を

上限とする。ただし、町長が必要と認めた場

合は、１月を超えない範囲でその期間を延長

することができる。 

 (1) 宿泊型 午前０時から午後１２時まで  

 (2) 通所型 午前１０時から午後４時まで  

 (3) 居宅訪問型 午前９時から午後５時まで

の間のうち３時間以内 

 

（事業の利用時間） （事業の実施時間） 

第６条 事業の利用時間は、次の各号に掲げる

事業の区分に応じ、当該各号に定める時間と

する。ただし、対象者の希望を踏まえて事業

者が変更する場合は、この限りでない。 

第６条 事業の実施は、午前１０時に入所し、

翌日以後の午後４時に退所することを原則と

し、利用者の希望を踏まえて事業者が決定す

るものとする。 

 (1) 宿泊型 午前１０時に入所し、翌日以後

の午後４時に退所する 

 

 (2) 通所型 午前１０時から午後４時まで  

 (3) 居宅訪問型 午前９時から午後５時まで

の間のうち３時間以内 

 

 （事業の利用申請）  （利用の申請） 

第７条 事業を利用する対象者（以下「申請者」

という。）は、大口町産後ケア事業利用申請

書（様式第１）を利用日の３日前までに町長

に提出しなければならない。ただし、町長が

特に必要があると認めるときは、利用開始ま

でに提出することができる。 

第７条 対象者は、事業を利用しようとすると

きは、大口町産後ケア事業利用申請書（様式

第１）を利用日の３日前（土日祝日は、日数

に含まない。）までに町長に提出しなければ

ならない。ただし、町長が特に必要があると

認めるときは、利用開始までに提出すること

ができる。 

 （事業の承諾及び通知）  （承諾及び通知） 

第８条 略 第８条 略 

２ 町長は、事業の利用を承諾したときは、事

業者に対し、申請者に関する必要な情報を大

口町産後ケア事業利用依頼書（様式第４）に

２ 町長は、事業の利用を承諾したときは、事

業者に対し、利用者に関する必要な情報を大

口町産後ケア事業利用依頼書（様式第４）に
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より提供する。 より提供する。 

３ 事業者及び申請者は、事業の開始前にその

利用に係る必要な調整等を行うものとし、事

業者は、申請者に事業の内容を説明しなけれ

ばならない。 

３ 事業者及び利用者は、事業の開始前にその

利用に係る必要な調整等を行うものとし、事

業者は、利用者に事業の内容を説明しなけれ

ばならない。 

 （申請内容の変更等）  （申請内容の変更等） 

第９条 申請者は、第７条の規定により申請し

た事項に変更が生じたときは、町長に大口町

産後ケア事業利用変更申請書（様式第５）を

提出しなければならない。 

第９条 利用者は、第７条の規定により申請し

た事項に変更が生じたときは、町長に大口町

産後ケア事業利用変更申請書（様式第５）を

提出しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 申請者は、利用する日程を変更し、又は中

止する場合は、利用日の前日の午後５時まで

に事業者に連絡するとともに、速やかに大口

町産後ケア事業利用変更申請書を提出しなけ

ればならない。 

３ 利用者は、利用する日程を変更し、又は中

止する場合は、利用日の前日の午後５時まで

に事業者に連絡するとともに、速やかに大口

町産後ケア事業利用変更申請書を提出しなけ

ればならない。 

 （利用料）  （利用料） 

第１１条 申請者は、別表第２に定める自己負

担額に利用日数を乗じて得た額を、利用料と

して事業者に直接支払うものとする。 

第１１条 利用者は、別表第２に定める自己負

担額に利用日数を乗じて得た額を、利用料と

して事業者に直接支払うものとする。 

２ 申請者は、当該利用に係る乳児が多胎児の

場合は、前項の額に多胎児２人目以降１人に

つき別表第２に定める加算額に利用日数を乗

じて得た額を加算して事業者に直接支払うも

のとする。 

２ 利用者は、当該利用に係る乳児が多胎児の

場合は、前項の額に多胎児２人目以降１人に

つき別表第２に定める加算額に利用日数を乗

じて得た額を加算して事業者に直接支払うも

のとする。 

３ 申請者は、世帯の生活保護の受給又は町県

民税課税状況により、利用料の減額を受けよ

うとするときは、生活保護を受給しているこ

とを証明する書類又は前年（４月から５月ま

での間に申請を行う場合は、前々年）の非課

税証明書を提出しなければならない。ただし、

町長が閲覧又は照会によりその内容が確認で

きる場合は、当該書類又は証明書の提出を省

略することができる。 

３ 利用者は、利用者の世帯の生活保護の受給

又は町県民税課税状況により、利用料の減額

を受けようとするときは、生活保護を受給し

ていることを証明する書類又は前年（４月か

ら５月までの間に申請を行う場合は、前々年）

の非課税証明書を提出しなければならない。

ただし、町長が閲覧又は照会によりその内容

が確認できる場合は、当該書類又は証明書の

提出を省略することができる。 

 （利用の中止）  （利用の中止） 

第１２条 申請者が第９条第３項の期日を過ぎ 第１２条 利用者が第９条第３項の期日を過ぎ
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て事業を利用しなかった場合は、中止として

取り扱い、申請者が前項の利用料の減額に該

当するものにあっては町長が、該当しないも

のにあっては申請者が１，０００円を、居宅

訪問型にあっては３００円を事業者に支払う

ものとする。ただし、町長が認める場合はこ

の限りでない。 

て事業者に日程の変更をした場合は、中止と

して取り扱い、利用者が前項の利用料の減額

に該当するものにあっては町長が、該当しな

いものにあっては利用者が１，０００円を事

業者に支払うものとする。ただし、町長が認

める場合はこの限りでない。 

 （報告及び支払い）  （報告及び支払い） 

第１３条 事業者は、申請者の個別の利用状況

について、大口町産後ケア事業実施報告書（様

式第９。以下「報告書」という。）及び大口

町産後ケア事業利用報告書兼委託料請求書

（様式第１０。以下「請求書」という。）を

事業終了後速やかに町長へ提出（翌月の１０

日を越えないこと。）するものとする。 

第１３条 事業者は、利用者の個別の利用状況

について、大口町産後ケア事業実施報告書（様

式第９。以下「報告書」という。）及び大口

町産後ケア事業利用報告書兼請求書（様式第

１０。以下「請求書」という。）を事業終了

後速やかに町長へ提出（翌月の１０日を越え

ないこと。）するものとする。 

２ 略 ２ 略 

別表第１（第１０条関係） 別表第１（第１０条関係） 

【別記】 【別記】 

別表第２（第１０条関係、第１１条関係） 別表第２（第１０条関係、第１１条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第１（第７条関係） 様式第１（第７条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第２（第８条関係） 様式第２（第８条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第４（第８条関係） 様式第４（第８条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第５（第９条関係） 様式第５（第９条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第６（第９条関係） 様式第６（第９条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第８（第９条関係） 様式第８（第９条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第９（第１３条関係） 様式第９（第１３条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第１０（第１３条関係） 様式第１０（第１３条関係） 



新 旧 

【別記】 【別記】 

 


